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 本県は、日本列島のほぼ中央、太平洋側に位置

し、総面積5,774.40km2（平成27（2015）年

10月現在）、東西約80km、南北約170kmの南

北に細長い県土を持っています。

　県土は、中央を流れる櫛田川に沿った中央構造

線によって、大きく北側の内帯（西南日本内帯）地

域と南側の外帯（西南日本外帯）地域に分けられま

す。

　内帯地域は東に伊勢湾を望み、北西には養老、

鈴鹿、笠置、布引等の700～800m級の山地・

山脈が連なっています。

　一方、外帯地域の東部はリアス式海岸の志摩半

島から熊野灘に沿って南下、紀伊半島東部を形成 

し、西部には県内最高峰1,695mの日出ケ岳を

中心に紀伊山地が形成されています。

　地質についても中央構造線の北側と南側では岩

質や分布状態が全く異なっています。

　北側は、中生代末に秩父古生層中に貫入した花

崗岩類が広く分布し、これに関連した花崗片麻岩

類も多く見られ、花崗岩、片麻岩等が第三紀層、 

第四紀層とともに分布しています。

　一方、南側は、結晶片岩などの変成岩や緑色岩 

が分布し、北から御荷鉾層、秩父古生層、中生層、

第三紀層が順序よく配列しているという特徴を有

しています。

　気候は、おおむね温和な太平洋側の気候型を示

していますが、地形条件の複雑さを反映して地域

的にはかなり変化しており、大きくは次の５地区

に区分することができます。

　・　鈴鹿山脈北部地区

　　比較的降雪が多く、寒冷な気候。年降水量は

　　2,000mmを超える。

　・　伊勢平野地区

　　年平均気温は15～16℃、年降水量は1,800

　　　mm内外と温暖な気候。

　・　伊賀盆地地区

　　朝夕の温度格差が大きい内陸性の気候。年

　　降水量は1,500mm内外。

　・　熊野灘沿岸地区

　　日本有数の多雨地区として知られ、尾鷺地

　　方では年降水量は4,000mm内外。四季

　　を通じて温暖な気候。

　・　志摩地区

　　結霜季節が短く、積雪することのない温暖

　　な気候。年降水量は2,000mm内外。

　植生は、主に亜熱帯から温帯にかけて発達する

常緑広葉樹林と温帯を占める落葉広葉樹林が大部

分を占めていますが、台高山脈の一部には温帯の

北部から亜寒帯にかけて分布する針葉樹も見られ

ます。県内の森林帯を概観すると次のとおりです。

・熊野灘沿岸地域には、亜熱帯性植物の混じった

スタジイ林や急崖地にはウバメガシ林が発達し

ています。

・その内側平野にはタブノキ林が見られます。

・内湾沿岸から平野、丘陵を経て、海抜およそ

300mまではツブラジイ、タブノキを中心と 

する森林です。

・これに接して、800m位までは力シ類が多く、

1,600m付近まではブナ、ミズナラ等落葉広

葉樹林が分布しています。

・それ以上の山地はトウヒ、コメツガを主とした

針葉樹林となっています。また、沿岸地域の植

物として、砂浜海岸ではハマヒルガオ、ハマ二 

ガナ、コウボウムギ、ハマ工ンドウなどがみら

れ、志摩から熊野灘沿岸にかけてハマオモトが

生育しており、これまでに、県内では約1,500

種の生育が確認されています。

　ネズミ類、キツネ、タヌキ、イタチ、イノシシ、

二ホンジ力などが広く分布し、52種の生息が確

認されています。台高山脈のブナ、ミズナラの原

生林にはツキノワグマが生息し、鈴鹿、台高の両

山脈には国の特別天然記念物の力モシ力が多く見

られます。

（１） 哺乳類

（２） 地質
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 大台ヶ原付近では、メボソムシクイ、ルリビタ

キ、丘陵から平野では、サギ類、カモ類、伊勢湾

岸干潟では、シギ・チドリ類、熊野灘沿岸では、

力ンムリウミスズメ、ミズナギドリなどが見られ、

304種の鳥類が確認されています。

 陸産爬虫類は16種、海産爬虫類は９種が知られ

ています。また、本州で産卵するウミガメはア力

ウミガメだけであり、伊勢湾から志摩半島および

熊野灘沿岸に産卵地が点在しています。

　有尾両生類（サンショウウオ目）は７種、無尾両

生類（力エル目）は15種が知られています。国の

特別天然記念物オオサンショウウオが主に伊賀盆 

地の河川に生息しています。

　淡水魚類は、県内では約60種が確認されてお

り、ほとんどの種が伊勢平野と伊賀盆地に分布し

ています。一方、熊野灘沿岸では、急峻な地形か

らコイ目魚類が少ないため、約30種となってい

ます。

　北部の鈴鹿山系では暖かい気候を好む昆虫に混 

じって寒い気候を好む昆虫もかなり認められ、特

にチョウの宝庫ともいわれており、県指定天然記

念物のキリシマミドリシジミ等が生息しています。

 伊勢神宮林には古くからミカドアゲハ、ルーミ

スシジミという珍しいチョウの生息が知られてい

ます。台高山脈の大台ヶ原、大杉谷には、オオダ

イセマダラコガネ、オオダイルリヒラタコメツキ

等のように紀伊半島を代表する多くの固有種が発

見されており、これまでに、県内では約7,000

種の生息が確認されています。

　すぐれた自然環境の保全を図るため、現在は図 

2-1-1のとおり、藤原河内谷自然環境保全地域

など５地域が自然環境保全地域として指定されて

います。

　すぐれた風景地を保護し、その利用の増進を図

るため、図2-1-1のとおり国立公園２か所、国

定公園２か所、県立自然公園５か所が自然公園と

して指定されています。

　野生鳥獣の生息環境の維持、保全等を図るため、

5年を1期とした鳥獣保護管理事業計画に基づき、

鳥獣保護区、特別保護区、休猟区、特定猟具使用

禁止区域、指定猟法禁止区域を指定しています。

図２-１-１ 　自然公園・自然環境保全地域の指定状況

　平成27（2015）年度末における森林面積は

372,432haで、うち国有林が6.3%、民有林が

93.7%の割合となっています。なお、平成27

（３） 鳥獣保護区等

（２） 自然公園

（４） 両生類

（２） 鳥類

（５） 淡水魚類

（３） 爬虫類

（６） 昆虫類

５ 自然公園等

６ 森林
（１） 自然環境保全地域
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（2015）年度末の民有林の森林蓄積量は、

72,741千m3となっています。森林の中でも水源

のかん養、災害の防備等の目的を達成するため、

特に必要なものを保安林に指定し、森林の持つ公

益的な機能が十分に発揮されるよう、適切な保全

・管理を図っています。

　すぐれた自然環境を維持している地域を保全す

るため、三重県自然環境保全条例に基づき、藤原

河内谷地域等５地域を自然環境保全地域に指定し

ています。

　また、自然環境保全地域等の自然環境の保全を

図るため、知事が任命した自然環境保全指導員に

よる指導・助言を行っています。

表２-１-１　 三重県自然環境保全地域の指定要件

　県内のすぐれた自然の風景地を保護するととも

に、その利用の増進を図るため、自然公園法およ

び県立自然公園条例に基づき自然公園が指定され 

ています。

　平成27（2015）年3月現在、県内には国立公

園2か所、国定公園2か所、県立自然公園5か所

があり、その面積は208,394haで県土の約 

36.1%を占めています。

　自然公園は、それぞれの自然公園ごとに策定さ

れる公園計画（保護計画および利用計画）に基づ 

いて管理・整備されています。このうち保護計画

では、保護の必要性によって特別保護地区、特別

地域（第1種、第2種、第3種）、普通地域、海中

公園地区に指定し、風致景観に支障を及ぼす一定

の開発行為の規制を行っています。

　また、自然公園指導員、三重県自然環境保全指

導員などにより、公園区域の巡視や公園利用者に

対する啓発・指導などを行っています。

　自然公園法、三重県立自然公園条例、三重県自

然環境保全条例に基づき、国定公園、三重県立自

然公園、三重県自然環境保全地域で行われる行為

に対して許可申請や届出を受理し審査しています。 

　

　平成15（2003）年3月に三重県自然環境保全

条例を改正し、新たに一定規模を越える自然地を

開発する際の届出制を整備し、希少野生動植物の

保護などの自然環境保全に関する配慮を求めるこ

ととしています。

　生物多様性基本法（平成20（2008）年6月）の

規定に基づき、生物多様性の保全と持続可能な利

用に向けた取組を進めていくための計画として

「みえ生物多様性推進プラン」を平成28（2016）

年３月に改訂しました。

　二期目となる本プランは、これまでの成果と課

題を検証し、達成されなかった「生物多様性に関

する理解の促進」を念頭に、重点方針「みんなで

学びあおう」、「うまく利用しよう」、「守り、創り

だそう」の３つを設定し、それらを実現するため

に「私たちが出来ること」や「県の具体的な取り

組み｣を示し、さまざまな主体との連携のもと、

目標の達成に向け取り組んでいくこととしていま

す。

　わが国に生息する野生の哺乳類（一部を除く）、

鳥類については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律によって保護の対象とされ

ており、狩猟ができる種は48種類に限定されて

います。狩猟については、さらに期間、場所、資

格等の制限が定められており、これらの捕獲規制

によって鳥獣の保護を図っています。また、「鳥

１

１－１ 自然環境保全地域の指定

１－２ 自然公園等の管理 ・保護

１－３ 開発行為の届出制度

１－４ みえ生物多様性推進プラン

１－５ 鳥獣の保護 ・管理

生物多様性保全活動の促進
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獣保護管理事業計画」を策定し、鳥獣保護区等を

計画的に設定するとともに、有害鳥獣の捕獲の許

可、鳥獣保護思想の普及等により鳥獣の保護管理

を図っています。

表２-１-２　 鳥獣保護区等の設定状況 （県設定）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成27年度）

表２-１-３　 鳥獣保護事業実施状況

　平成15（2003）年3月に三重県自然環境保全

条例を改正し、生物の多様性の確保のため、地域

の生態系に著しく支障を及ぼすおそれのある移入

種をみだりに放逐等することの禁止などの規定を

整備し、その普及啓発を行いました。

　また、平成25（2013）年9月に改正・施行さ

れた動物の愛護及び管理に関する法律において、 

動物の所有者の責務として「終生飼養」が明記さ

れるとともに、動物の遺棄等に関する罰則が強化 

されたことから、動物取扱業者や県民に対し、動

物の終生飼養や遺棄防止の普及啓発を行っていま

す。

　宅地開発については都市計画法、三重県宅地開

発事業の基準に関する条例に基づき、都市の健全

な発展に資するため秩序ある整備と乱開発の防止

に努め、宅地開発の環境の適正化を図るよう指導

しています。

　地域の住民団体等による里地里山における自然

環境保全活動を促進するため、平成15（2003）

年3月に三重県自然環境保全条例を改正し、里地

里山保全活動計画の認定制度を設け、保全活動を

行う団体への情報の提供や活動計画の実施の実施

に必要な機材の購入経費等の補助等を行っていま

す。 

　平成27（2015）年度末現在で38団体の活動を

認定しています。

　ホームページなどにより、里地里山の保全の必

要性について、普及啓発を行いました。

　文化財保護法、三重県文化財保護条例に基づき、

学術的に価値の高い動植物を天然記念物に指定し

ています。

　天然記念物を適切に保全していくため、該当す

る市町に対して必要な助言をしています。開発事

業等においても、その影響を可能な限り少なくす

るよう事業者に対して必要な助言・指導をしてい

ます。

　また、地域住民の自主的な保全活動の活性化、

地域の財産としての活用を図るため、天然記念物

の保全活動等に対して補助事業を実施しています。

　平成15（2003）年3月に三重県自然環境保全

条例を改正し、生物の多様性の確保対策として、

特に保護する必要のある希少野生動植物の指定制

度等を整備し、平成16（2004）年5月に20種（動

物10種、植物10種）を指定しました。

　また、新しい三重県の希少野生動植物に関する

目録として、平成26（2014）年度に「三重県レ

ッドデータブック2015」を発刊しました。

１－６ 移入種による影響対策の推進

２－２ 里地里山の保全についての普及啓発

２

２－１ 里地里山保全活動計画の認定制度

１－７ 開発行為等の指導

里地里山里海の保全

区　分

箇所数（箇所）

面　積（ｈａ）

鳥　獣

保護区

特　　別

保護地区
休猟区

特定猟具

使用禁止

区　　域

指定猟法

禁止区域

84

45,866

7

613

0

0

113

66,982

9

25,764

区　　分 概　　　　要

鳥獣保護区等の設置

ポ ス タ ー 募 集

傷 病 鳥 獣 の 保 護

鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区、特
定猟具使用禁止区域等の設定および管理

小・中学校、高校生を対象にポスター
募集

傷病野生鳥獣救護医師、傷病鳥獣ボラ
ンティアの登録および傷病鳥獣の救護

第　　　章 自然と共生し身近な環境を大切にする社会づくり

●
生
物
多
様
性
の
保
全
お
よ
び
持
続
可
能
な
利
用

2 1章 節

2

３

３－１ 天然記念物指定による動植物の保護

希少な野生動植物の保護

３－２ 希少な野生動植物の保護
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　「三重県レッドデータブック 2015」の発刊に

より、最新の県内希少野生動植物種の生息・生育

状況が把握できました。

　また、希少野生動植物主要生息・生育地（ホット

スポットみえ）の現状調査についても、平成27

（2015）年度より進めています。

　ため池や農業用水は、農業生産施設としてのみ

ならず農村地域の景観形成、親水機能発揮、生活

用水の提供等重要な役割を持っています。そこで、

ため池等を保全管理するとともに、豊かで潤いの

ある憩いの場として親水公園等を整備しています。 

　現在、ため池等の農業利水施設を活用した親

水公園等を整備する計画としており、平成27

（2015）年度には、次の２地区の整備を行いまし

た。

表２-１-４ 　ため池周辺等の整備状況 （平成２７年度）

　伊勢湾沿岸の海岸堤防については、昭和28

（1953）年の台風13号および昭和34（1959）年

の伊勢湾台風以後に築造されたものが大部分で、

築後50年以上経過し、老朽化が著しい箇所も見

られることから、安全性の確保・向上とともに、

環境面にも配慮した整備を図る必要があります。

　また、熊野灘沿岸における熊野市以南の約

20kmに及ぶ海岸線は、太平洋からの荒波が直接

襲来するため、海岸線の侵食が甚だしい地域とな

っています。

　こうした中で、高潮・侵食の対策を強力に推進

するとともに、生態系に配慮しつつ人びとが安心

して気軽にふれあえる海岸環境の整備を図る必要

があります。

　砂防事業を実施している地域は、過去に土砂災

害が発生した箇所、あるいは土砂災害の発生のお

それがある箇所です。しかし一方で、貴重な動植

物が存在するなど豊かな自然環境を有している地

域が多く、これらは人びとの憩いの場となってい

ます。このため、砂防事業は土砂災害を防止しつ

つも良好な自然環境を残すことが求められていま

す。このようなニーズを実現するために、流域全

体を対象として総合的な取組が必要であり、施設

整備においては、このことを考慮して事業を進め

ています。

表２-１-５ 　砂防事業実施箇所　　　　　　　　　（平成２７年度）

表２-１-６　砂防事業の主な工法における環境の配慮の内容

 海岸の整備にあたっては、周辺の自然環境や景

観に配慮した人工リーフ、緩傾斜護岸、養浜等を

整備し、海浜の利用を増進するための親水空間の

創出を進めました。

　平成27（2015）年度には、護岸・突堤等の海

岸保全施設の整備と併せて、海浜利用を促進する

ため、周辺の自然環境や海岸域の生態系に配慮し

た養浜、人工リーフ等を整備しました。

３－３ 野生動植物の生息状況等の把握

４－２ 海岸の水際線の保全 ・再生

４－３ 砂防事業の実施における配慮

４

４－１ ため池周辺等の整備

水辺や沿岸の環境保全

地 区 名

斎 宮 池

木曽岬 ２期

所 在 地

明和町、玉城町

木曽岬町

内　　容

通　常　砂　防

実 施 場 所

西之貝戸川（いなべ市）

ほか３５渓流

４－５ 海岸環境の整備

４－４ 海岸 ・港等における親水空間の整備

種類 環境配慮の内容

透　過　型

砂 防 堰 堤

渓流保全工

・上下流が分裂されないため魚類、動物等の

　移動を確保

・谷筋の景観を遮蔽する部分が少なく、先を

　見通せることによる景観の保全

・河道内に瀬と淵の創出による自然環境の回

　復・再生

・自然石を利用し魚道を意識した床固工
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表２-１-７　 海岸環境の整備状況　　　　　（平成２７年度）

　　　

　本県の河川には平成28（2016）年3月末現在、

一級河川と二級河川をあわせて、554河川、総

延長にして2,543kmあり、地理的に3つのゾー

ンに分類することができます。

（1）　環伊勢湾ゾーンの河川は、木曽三川を除き、

鈴鹿山脈、布引山地、紀伊山地から流下し、山

地部を経て伊勢平野を形成し、ゆるやかな流れ

となって伊勢湾に注いでいます。

（2）　伊賀内陸ゾーンの河川は、淀川水系に属し、

布引山地から流下し、全て木津川、淀川を経て

大阪湾に注いでいます。

（3）　熊野灘ゾーンの河川は、流路延長の短い単

独水系が多く、わが国有数の多雨地帯から流下

し、熊野灘に注いでいます。

表２-１-８　 三重県の河川　 （平成２８年３月末現在）

　海岸延長については平成28（2016）年3月末

現在で約1,100kmで、そのうち海岸保全区域に

指定された海岸線は約527kmです。

　海岸は大別して、伊勢湾口の神前岬を境に伊勢

湾沿岸と熊野灘沿岸に分かれます。前者は単調な

海岸線と緩い海底勾配になっているのに対し、後

者は複雑なリアス式海岸線と急な海底勾配となっ

ています。

　治水、利水の機能だけでなく、潤いとふれあい

のある水辺空間を創出する施設整備を推進してい

ます。

　河川周辺の自然的、社会的、歴史的環境と調和

を図りつつ地域整備等を進めるため、市町の行う

街づくりと一体的に水辺空間の整備を推進し、人

びとが安心して暮らせる街のシンボルとなる川づ

くりを進めています。

　近年の良好な環境を求める二ーズの増大に伴い、

河川は単に治水、利水の機能を持つ施設としてだ

けでなく、多様な自然環境のある空間としてその

役割を期待されるようになってきています。

　このような社会的要請のもと、河川が本来有し 

ている生物の良好な生育環境に配慮し、併せて美 

しい自然環境の積極的な保全または回復をめざし

自然環境に配慮した川づくりを行っています。

　平成27（2015）年度には、一級河川木津川等

で自然環境に配慮した川づくりを実施しました。

（２） 街のシンボルとしての川づくり

４－７ 自然環境に配慮した川づくりと親水空間

の形成

（１） 潤いとふれあいのある水辺空間の形成

宇治山田港海岸（伊 勢 市）

井 田 地 区 海 岸（紀 宝 町）

突堤、堤防、護岸、養浜

人工リーフ、養浜

４－６ 河川環境

89.1

246.3

256.7

237.6

305.3

1135.0

506.9

1641.9

449.7

166.7

285.2

451.9

1751.4

792.0

2543.4

第　　　章 自然と共生し身近な環境を大切にする社会づくり
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2 1章 節

2

４－８ 河川 ・渓流 ・湖沼の保全 ・再生

河川改修の実施における配慮


